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(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 

■国際対応専門委員会の議事概要 

企業会計基準委員会 

 

１．日時  平成18年１月20日（金） 13時30分～15時30分 

 

２．場所  （財）財務会計基準機構 会議室 

 

３．議題 

（審議事項） 

（１） 1月開催のIASB会議の議事対応について 

 企業結合（第2フェーズ） 

 業績報告 

（２） 短期統合化プロジェクトの審議状況について 

 借入費用 

 ジョイント・ベンチャー 

 

４．議事概要 

（審議事項） 

(1) 1月開催のIASB会議の議事対応について 

 企業結合（第2フェーズ） 

当プロジェクトは、IASBとFASBの共同プロジェクトであり、昨年の6月30日にIFRS第

3号及び IAS第 27号の修正案として公開草案が公表され、コメント募集が行われた。1月

のIASB会議では、このコメント分析が行われる予定であることが報告された。 

コメント分析では、ASBJがIASBに提出したコメント（経済的単一体説に反対し親会社説

を支持する）と同様に、支配が喪失される結果とならない子会社に対する所有持分の変動

を資本取引として会計処理すること、全部のれん方式、段階取得において支配獲得時に非

支配持分投資を公正価値で認識すること、取引コストの費用化、等の提案について反対す

るコメントが多数を占めたことが報告された。 

（ASBJがIASBに提出したコメントについては「IAS第37号｢引当金、偶発負債及び偶発

資産｣修正案及びIAS第19号「従業員給付」修正案に対するコメント」、また、公開草案の

詳細な内容については「第43回 国際対応専門委員会議事概要」を参照）） 

その後の質疑応答においては、以下のような、質問及び意見が述べられた。 

 ほとんどの回答者が経済的単一体説に反対という状況で、このままプロジェクトを進

めることは困難ではないかという意見に対して、山田IASB理事より、IASBでは今まで

親会社説・経済的単一体説に対して正面から議論がされていなかったが、今後議論が

oshio
禁複写
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行われる予定であり、よいことであると考えるとの回答があった。 

 今後、親会社説対経済的単一体説の議論が行われるのは、企業結合と概念フレームワ

ークのどちらのプロジェクトか。 

 公開草案に対して反対が多かったということは、公開草案を作成する段階で世界の主

だった市場で定着している見解を踏まえていないということではないか。 

 

 業績報告 

当プロジェクトは、IASBとFASBの共同プロジェクトとして、セグメントA、Bに分けて

検討されている。1月のIASB会議では、セグメント Aのうち、IAS第1号「財務諸表の表

示」改訂案のSecond Pre-ballot DraftのSweep Issuesとして、①完全な一組の一般的な

財務諸表の構成、②IAS第34号「中間財務報告」の変更、③IFRS第1号「IFRSsの初度適

用」の変更、④IAS第 7号、IAS第 10号のタイトルの変更、⑤配当の表示場所、⑥円卓会

議の開催見直しについて審議が行われる予定であることが紹介された。 

①は、FASBが2005年12月にセグメントAの公開草案を出さない決定を下したことを受

けて、現行米国基準で要求されていない期首の財政状態計算書を完全な一組の一般的な財

務諸表に含めるという 2005年 4月の暫定合意を IASB単独の公開草案に含めるかどうかと

いう論点である。②は、①について期首の財政状態計算書を含める合意がなされた場合に、

中間（四半期を含む）期の期首の財政状態計算書をいつ時点にするかという論点である。

③は、IFRSの初度適用の際に、利益又は損失（当期純利益）と総認識収益及び費用（包括

利益）のどちらの調整表を要求するかという論点である。 

その後の質疑応答においては、以下のような、質問及び意見が述べられた。 

 ①の期首の貸借対照表を開示する必要性に疑問がある。 

 ②に関連して、現行のIAS第34号が四半期決算で累計方式をとっている理由について

の質問に対し、山田IASB理事より、IAS第34号に結論の根拠がないため理由が不明な

点もあるので、この機会に議論をしたいと考えているとの回答があった。 

 ③について、IFRSの初度適用の際の調整表を、包括利益の調整表とするのは、純利益

を重視する利用者にとっては問題であり、Sweep Issueではなく、根幹に係る問題では

ないか。 

 

(2) 短期統合化プロジェクトの審議状況について 

 IASBと米国FASBとの短期統合化プロジェクトの中でIASBが審議を行っているテーマの

うち、最近議論の方向性が打ち出された、借入費用及びジョイント・ベンチャーの審議状

況を取り上げた。 

 借入費用は、咋年10月、11月に審議が行われ、1月にも経過措置について審議が行われ

る予定である。10月のIASB会議では、借入費用に対する最初の議論が行われ、現行のIAS
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第 23号が認めている適格資産に係る借入費用を発生時に費用処理する会計処理を削除し、

適格資産に係る借入費用をすべて資産化することを求め、SFAS第34号と統合化することが

暫定合意された。11月のIASB会議では、IAS第23号とSFAS第34号の差異の分析が行わ

れたことが報告された。 

 ジョイント・ベンチャーについては、咋年12月に最初の審議が行われ、スタッフから示

された両基準の差異のうち、IAS第 31号で認めている比例連結を削除し、持分法に一本化

することと、ジョイント・ベンチャーの定義に関連して、ジョイント・ベンチャー企業と

共同計画下にある資産・負債に対する未分割持分との関係の明確化の二点を短期統合化の

対象とすることが報告された。 

（詳細な内容については「IASB会議報告（第50回会議）」、「IASB会議報告（第51回会議）」

及び「IASB会議報告（第52回会議）」を参照）） 

その後の質疑応答においては、以下のような、質問及び意見が述べられた。 

 設備投資の資金調達を本部で一括して調達しているときに線引きが難しい場合もある

など、借入費用の資産化は実務上難しい。 

 （借入費用について、スタッフ提案で、risk-adjusted market rate of returnを適用

して、適格資産に帰属する economic costを資産化することが最善であると述べてい

ることに関連して）、economic costを含めるのであれば、自己資金のコストも含める

ことになる。そうなると、超過利益のみ利益として計算されることになり、現行の企

業会計と異なる。 

 

以 上 


